
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆６割の企業が外国人採用に関して前向き 

エン・ジャパン株式会社は、運営する０円から使え

る採用支援ツール『 engage （エンゲージ）』

（ https://en-gage.net/ ）を使っている企業を対象に

「外国人採用」に関するアンケートを実施し、2,263 社

から回答を得ました。 

この調査結果では、「現在、外国人の採用を行ってい

ますか？」の問いに対し、「採用を行っている」は 29％

で、「採用は行っていないが、検討している」（33％）

を含めると、外国人採用に前向きな企業は 62％に及び

ます。 

また、「採用を行っている」と回答した企業に、「ど

の職種での採用を行っていますか？」と聞いたところ、

第１位が「販売・接客等のサービス職」（26％）、第２

位が「IT・Web・ゲーム・通信等の技術職」（15％）、

第３位が同率で「営業職」「医療、福祉、教育等のサー

ビス職」（いずれも 11％）という結果になりました。  

 

◆「出入国管理及び難民認定法」の認知度は６割 

「2019年４月１日に『出入国管理及び難民認定法』

が施行されたことは知っていますか？」の問いに対し

ては、「知っていた」（57％）が「知らなかった」（43％）

を上回る結果になりました。 

 

◆外国人採用を実施・検討しない理由トップ３は「教

育・研修の未整備」「日本語能力への懸念」「行政手

続きの煩雑さ」 

「外国人採用をしておらず、検討もしていない」と

回答した企業に、未実施の理由を伺ったところ、第１

位は「外国人向けの教育・研修が未整備」（56％）、第

２位は「日本語能力への懸念がある」（53％）、第３位

は「行政手続きの煩雑さへの懸念がある」（32％）でし

た。外国人採用に関するコメントには、次のようなも

のがありました。 

 

◆外国人採用に関するコメント 

○日本語能力と日本の文化への理解があれば、採用す

るべきだと思います（マスコミ・広告・デザイン）。 

○数か国語を話せるスタッフは重宝します（サービ

ス）。 

○多様な価値観を生み出すには大事だし、エンジニア

は外国人の方が優秀（IT・通信・インターネット）。 

○グループ会社では以前より外国人労働者を採用し

ており、特に障害になることはありません（商社）。 

○配送業務のため、配達先である個人宅でのお客様対

応がしっかりできるプログラムがあれば、活用し採

用も検討したい（運輸・交通・物流・倉庫）。 

 

【参考】エン・ジャパン「2,000 社に聞いた「外国人

採用」に関する実態調査―『engage』アンケート―」 

https://corp.en-

japan.com/newsrelease/2019/18791.html 

 

 

 
 
◆最低賃金、全国平均 901 円に引上げ！？ 

厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会

で、2019 年度の地域別最低賃金額改定の目安につい

て答申が取りまとめられ、公表されました（７月 31

「外国人採用」に関する実態は？ 

～エン・ジャパン調査より 

最低賃金の引上げと活用したい助成
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日）。 

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は

27 円（昨年度は 26円）引き上げた 901 円となり、最

も高い東京都は 1,013 円（昨年度は 985 円）、それ

に次ぐ神奈川県は 1,011 円（昨年度は 983 円）と、

初めて 1,000 円を超えることになります。 

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参

考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の

意見等も踏まえた調査審議のうえ答申を行い、各都

道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定、10月以

降に改定されます。 

引上げ額が過去最大となる予定の今回の改定は、

中小零細企業に厳しい状況を強いることになり、さ

らなる生産性向上が課題となってきます。 

そこで今回は、厚生労働省が中小企業に対する支

援策として設けている助成金をご紹介します。 

 

◆業務改善助成金 

本助成金は、生産性向上のための設備投資などを

行い、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃

金）を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業

者に対して、その設備投資など（ＰＯＳレジシステ

ム導入よる在庫管理の短縮や、顧客・在庫・帳簿管

理システムの導入による業務の効率化など）にかか

った経費の一部を助成するというものです。 

例：【30円コース】 

引き上げる労働者数：1～３人、助成上限額：50万

円 

助成対象事業場：事業場内最低賃金と地域別最低

賃金の差額が 30 円以内、および事業場規模 30 人以

下の事業場、助成率：４分の３ 

平成 31 年度については、受付が始まっています

（申請期限は翌年の 1月 31 日まで）。 

 

◆その他の助成金や支援策等 

その他、中小企業事業主の団体やその連合団体

が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事

業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労

働の削減や賃金引上げに向けた取組みを実施した場

合に、その事業主団体等に対して助成する時間外労

働等改善助成金（団体推進コース）があります。 

また、厚生労働省のホームページには、上記助成

金を活用し、業務の効率化や働き方の見直しなどを

実施して生産性向上を実現し、最低賃金の引上げを

行った事例や支援施策紹介マニュアル等が紹介され

ていますので、参考にしてみるとよいでしょう。 

 

 

 
   

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

～当事務所よりひと言～ 
 

 よく世間では「暑さ寒さも彼岸まで」といわれます

が、ようやく暑さの峠も過ぎたようです。今年は暑さ

に加えて 9 月 9 日に台風 15 号が千葉市に上陸し、わ

が成田市も直撃を受け、停電、断水が続く地域があり

ます。一刻も早い復旧を実現し、普段通りの生活を取

り戻すことが切望されます。 

9 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


